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               平成２７年１０月６日 
府 中 市 

 
平成２８年度予算編成方針 

 
１ 本市を取り巻く状況 

我が国の経済は、消費者マインドの持ち直しの動きに足踏みが見られる

ことなどを背景に、一部に鈍い動きも見られるが、企業収益や雇用所得環

境は改善傾向にあるなど、緩やかな回復基調が続いている。また、先行き

については、雇用所得環境の改善傾向が続く中で、各種施策の効果により

緩やかに景気が回復していくことが期待されている。 
このような中、政府は平成２８年度予算について、本年６月末に「経済

財政運営と改革の基本方針２０１５（骨太の方針）」で示された「経済・財

政再生計画」の初年度の年であり、手を緩めることなく本格的な歳出改革

に取り組むとしており、歳出全般にわたり、安倍内閣のこれまでの歳出改

革の取り組みを強化するとともに、予算の中身を大胆に重点化するとして

いる。 
東京都は、平成２８年度予算について、オリンピック・パラリンピック開

催に向けた準備の更なる加速をはじめ、都政に課された使命を確実に果たし

つつ、日本をけん引し、世界をリードする「世界一の都市」の実現に向けて、

確実なステップアップを図る予算と位置付け、編成を進めている。 

 

２ 平成２８年度の財政見通しと財政目標 
本市における平成２８年度の財政見通しは、歳入では、市税は個人市民

税や固定資産税で増収が見込まれるものの、法人市民税で税制改正の影響

による減収が見込まれており、全体では、本年度と同水準と見込んでいる。

また、各種交付金は地方消費税交付金の減収などにより、一般財源の増収

を見込むことは難しい状況である。 
一方歳出では、前期基本計画の重点プロジェクトに位置付けられている

大規模事業の進捗により、投資的経費の大幅な増加が見込まれている。ま

た、社会保障と税の一体改革に基づく社会保障経費の充実などに伴い、扶

助費や繰出金等が増加するとともに、公共施設の老朽化対策へも対応する

必要があるなど、経常的経費の更なる増加が見込まれる。 
これらを考慮した平成２８年度一般会計予算の財源不足額は約１９億円

と予想され、厳しい財政状況にある。さらに、歳入の根幹をなす市税収入
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は、回復傾向ではあるものの、その主な要因は、景気動向に左右される臨

時的な収入によるものであり、当初予算編成で見込むことはできない。 
よって、経常収支比率８０％台を維持するためには、この財源不足を解

消し、歳入に見合った歳出となる持続可能な財政構造の確立を目指す必要

がある。 
 

３ 予算編成の基本的な考え方 
 平成２８年度予算編成については、本市を取り巻く状況や財政見通しを

踏まえ、「平成２８年度の市政運営と予算編成の基本方針」に基づき、次の

とおり取り組むこととする。 
予算編成に当たっては、政策会議で選択される施策への財源の重点配分

を行うため、予算編成会議を実施する。また、選択と集中の指向をより重

視する予算編成とするため、事務事業の単位等でのシーリング率を定めた

重点化方式による査定を行うこととする。 
(１) 第６次府中市総合計画前期基本計画の着実な取組み 
 平成２８年度は、第６次府中市総合計画前期基本計画（以下、「前期基

本計画」という。）の計画期間の折り返しの年度となることから、これま

で取り組んできた施策や事業の進捗状況をしっかりと捉え、施策ごとに

定められている目標値の達成に向けての着実な推進が図られるよう予算

編成を行うこと。特に、重点プロジェクトは重点的かつ優先的に実施す

べき事業であることから、財源の重点化を図ること。 

(２) 持続可能な財政運営の着実な推進 
厳しい財政状況を職員一人ひとりが認識し、財源の確保に努めるとと

もに、経費の削減と事務事業の見直しに徹底的に取り組み、財源不足を

解消し、健全財政の維持に向けた取組をすること。特に、限られた財源

を適切かつ有効に活用するという観点から、引き続き不用額の発生要因

を様々な角度から分析し、その縮減に予算編成段階から努めること。 
(３) 歳入確保の取組強化 

   市政運営における貴重な財源確保と負担の公平性の観点から、「市税及

び国民健康保険税の収納率向上基本計画」に基づく市税等の収納率の向

上策のほか、「手数料・使用料の見直しに関する方針」に基づく使用料及

び手数料の見直しや「ネーミングライツ導入に係る基本方針」に基づく

ネーミングライツの導入、「有料広告掲出マニュアル」に基づく広告料収

入、財産収入等の増収策を積極的に検討し、あらゆる財源の創出に努め

ること。 
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 (４) 市民との協働の推進 
   市民が主体的にまちづくりに参加し、地域の課題をともに解決できる

よう、市民との協働を重視した予算編成とすること。特に既存事業につ

いては前例に囚われることなく、協働の観点から見直しを行い、具体的

な協働の手法の導入や一層の工夫に努めること。 
(５) 行財政改革の取組を加速 

府中市行財政改革推進プランを踏まえ、歳入確保、歳出削減、行財政

運営の効率化等に取り組むこと。なお、全ての事務事業の総点検により、

前例踏襲主義といった固定観念を脱却し、ゼロベースの視点に立ち、廃

止や統合、内容の見直し等を行い、再構築に取り組むこと。 

 

４ 予算編成の留意事項 

 (１) 全般的事項 

ア 予算編成方式の主旨と仕組みを十分に踏まえて、重点的、選択的な

予算編成に努めることとする。 

イ 予算編成に当たっては、事務事業の必要性や効率性を見極め、経費

の精査を前提に積算すること。その際、最少のコストで最大のサービ

スを提供できるよう、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、一人１項

目以上の改善を提案し、職員全員で予算編成に参画すること。 

ウ 近隣自治体との実施水準を比較した調査結果等に基づき、その水準

以上のものは、同水準となるよう事務事業を見直すこと。なお、水準

以上を維持する場合は、その根拠を明確にすること。 

エ 事務事業点検や主管課外職員による事務事業評価の結果に対する市

の方針に基づき、見直しや改善に取り組み、予算へ反映できるものは、

積極的に検討すること。 
オ 公共施設マネジメント基本方針及びインフラマネジメント計画に基

づき、総合的かつ長期的視点に立った予算編成に努めること。 

カ 議員や監査委員からの指摘事項、採択された請願や陳情、市長への

手紙、職員の提案、市議会各会派からの要望事項等については、十分

に検討のうえ適切に対応すること。 

 (２) 歳入に関する事項 

ア 市税収入については、税制の動向と社会経済情勢の推移を的確に把

握し、年間を見通した見込み額とすること。 

イ 使用料及び手数料については、原価計算に基づき、受益者負担の適

正化に配慮すること。 
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ウ 国庫・都支出金については、国や都の予算編成の動向に十分留意し、

制度改正等が予測される場合は、その内容を十分把握し可能な限りの

財源確保に努めるとともに、年間を見込んだ見積りとすること。制度

改正等がある場合は必ず財政課へ連絡すること。 

エ 競走事業については、公営企業会計への移行効果を分析する中で、

さらに経営改善と売上増に努め、収益事業収入を確保すること。 

オ 市債については、将来の財政負担を考慮して、借入れは適正な範囲

内とすること。 

カ 既存の歳入については、市税等の収納率の向上策をはじめ、各収入

の増収策を積極的に検討し、予算化に努めること。また、新たな収入

財源についても、積極的に検討し、取り入れること。 

キ 過年度収入等において、科目存置しているもので、継続的に見込め

るものは見込額を予算化すること。 

 (３) 経常的経費に関する事項 

ア Ａ経費については、政策経費として財源の重点化・効率化を図るた

め、政策会議において選定される新規・レベルアップ・見直し・廃止

事業とする。 

(ア) Ａ経費は、政策会議において選定した事業の査定を行い、第１回

予算編成会議において財源の状況により決定することとする。 

(イ) Ａ経費の財源は、原則として見直し事業により生じた財源とする

ため、必要な財源を必ず確保して要求すること。このため、政策会

議で選定された事業についても、財源が不足した場合は、予算編成

会議で優先順位に応じて実施を見送る場合があるものとする。 

(ウ) 新たに緊急課題等が生じた場合は、第２回目以降の予算編成会議

でその対応を検討するので、所定の手続きにより財政課に連絡する

こと。なお、その事業が、緊急かつ優先的に実施する必要があると

判断された場合は、既に決定している事業も含めて、再度全体調整

を行うものとする。 

イ Ｂ経費については、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）、繰出

金、団体補助金、一部事務組合負担金、積立金、債務負担行為解消事

業（指定管理者委託事業、投資的経費を除く）とする。これらの経費

は次の点に留意して積算を行った後、査定方式により金額を決定する。 

(ア) 人件費については、給与の適正化にさらに努めるとともに、業務

の効率化を図り、超過勤務の縮減に取り組むこと。 

(イ) 扶助費は、原則として前年度予算額２％増を限度とすること。 
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(ウ) 繰出金については、基準の明確化を図り、過大過小に陥ることの

ないよう十分精査し、適正な見積りを行うこと。 

(エ) 各種団体補助金は、補助金等審査委員会において、適正な補助額

を審査・決定すること。 

(オ) 一部事務組合負担金は、必要最小限の見積りとすること。 

ウ Ｃ経費については、Ａ経費及びＢ経費に属さない経常的経費とする。

積算に当たっては、次の点に留意して積算を行った後、査定方式によ

り金額を決定する。 

(ア) 各部長・課長がリーダーシップを持って、財源不足の解消に積極

的に努めること。 
(イ) 財源の重点化を図るため、事務事業単位でシーリング率を定める

こととする。シーリング率は、平成２７年度当初予算対比で、重点

プロジェクトの対象事業は現状維持とし、前期基本計画に定める主

要な事務事業は３％減、その他の事務事業は５％減とする。ただし、

いずれの区分でも施設管理経費は３％減とし、前期基本計画に定め

る行財政運営に関する施策は３％減とする。 

(ウ) 積算に当たっては、平成２６年度決算の状況や平成２７年度予算

の執行状況等を十分に参考にすること。 

(エ) 削減率を超えての予算要求を許容できる財源はないため、削減率

以内での要求を厳守すること。 

エ 共通事項 

(ア) 市出資団体、社会福祉法人、実行委員会等に対する各種委託料に

ついては、予算編成基準により適正な積算を行うこと。 

(イ) 会費等負担金は、その必要性と効果を十分精査し、真に必要なも

の以外は全て廃止すること。 

(ウ) 補助金は、「補助金等に関する見直し方針」に基づくほか、状況

の変化を踏まえた必要性の検証、民間との役割分担、費用対効果、

補助率の適正化の観点から、十分な精査と検証を行い、見直しを行

うこと。 

(エ) 管理用備品は、原則として認めない。 

(オ) 扶助費を除く国庫・都支出金対象事業については、目的や効果を

明らかにし、効果の薄い事業については事業の廃止も視野に入れて

見直しを検討すること。 
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(カ) ＯＡ化及びＩＴ関連の開発経費は、後年度負担も含めて費用対効果

が明らかに見込めるものに限る。経費の見積もりに当たっては、情報

システム課の確認を受けること。 

(キ) 施設の管理運営及び事務事業の民間委託等については、その効果と

効率性を考慮しながら積極的に導入すること。 

(ク) 施設の管理運営については、指定管理者制度等を有効に活用し、市

民サービスの向上と経費の縮減を図ること。特に財団等の運営におい

ては、より一層の効率化を図ること。 

 (４) 投資的経費に関する事項 

ア 投資的経費については、財源が不足する見込みであり、抑制を図る必

要がある。このため、前期基本計画に基づく事業、債務負担行為解消事

業及び安全性、緊急性の観点から優先度の高い事業に係るもののみとす

る。大規模事業や経常的投資的事業を含め、総合的な査定により決定す

るものとする。 

イ 重点プロジェクトに位置付ける事業は、前期基本計画の策定に際し試

算した経費を前提とすること。 

ウ その他の事業は、年次計画に基づき要求すること。なお、原則として

新規の事業は認めないほか、既存の計画についても、できる限り実施時

期を先送りする等の見直しを行うこと。 

エ 施設の改修工事については、建築施設課の積算等に基づき、公共施設

マネジメントの観点を踏まえ、部の優先順位を定めて要求すること。 

オ 公共用地の取得については、府中市土地開発公社への公共用地の先行

取得の依頼を含めて、前期基本計画において計画が予定されている事業

に限ることとする。また、市有地の活用や交換等その有効活用に努める

こと。 

カ 建設コストについては、民間や他自治体等との比較を行い、市場動向

を反映させて、徹底したコストの縮減に努めること。 

 (５) 特別会計に関する事項 

特別会計については、前記各号を踏まえ、会計の設置目的に沿って適切

な見積りを行うこと。 

一般会計繰入金については、繰入基準の明確化を図り、過大過小に陥る

ことのないよう十分精査し、適正な見積りを行うこと。また、常に適切な

受益者負担となるように努めるとともに、積極的な収入確保を図ること。 

 (６) その他 

見積りに当たっては、別に定める予算編成要領及び予算編成基準により

積算すること。 


